
 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化することにより、県内の観光地が直面して

いる苦しい状況を踏まえ、県内観光関連事業者の早期回復を支援するとともに、県内の

子どもたちが自然や歴史・文化等をはじめとする県内各地域の魅力を再発見し愛着を高め

られるよう、県内の学校が県内を目的地として実施する教育旅行に対する支援を行います。 

（申請受付、審査業務全般に関しては「みえ観光の産業化推進委員会」からの委託を受け、株式会社JTB三重

支店が行います。） 

※対象地域：三重県内全域 

※対象となる教育旅行：南部地域以外を目的地とする教育旅行全般 

 

 

 

 

 

申請はメールのみ    

（※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から持参による提出はお控えください。） 

※提出された申請書を審査のうえ、採択校を決定します。 

※本支援金においては、事後申請を一切認めておらず、事後承認は一切行っておりません。必ず当該

教育旅行の実施までに申請を行い、承認を受けたうえで、旅行を実施していただきますよう、お願いします。

（できる限り、当該教育旅行を実施する２週間前までに申請をお願いします。申請の流れについては、

「６ 申請に係る手続き」をご覧ください。） 

三重県内の学校（学校教育法第１条に規定する小学校、中学校、義務教育学校（小中一貫）、高等学校、

中等教育学校（中高一貫）、特別支援学校及び高等専門学校）又は三重県内の学校から依頼を受けて教育旅

行を企画、実施する旅行業者等となります。但し、大学・専門学校は除きます。 

三重県内の学校が学校行事として企画し、令和４年４月から令和５年２月までの間に校外で実施する修学旅

行、自然教室、社会見学、遠足等で、三重県内において実施する教育旅行全般（「南部地域体験教育旅行促進

事業費補助金」の対象となる南部地域を目的地とした教育旅行を除く。） 

※教育旅行の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策を十分行っていただきますよう、お願いします。 

※複数回実施する場合は、実施期間（旅行）ごとに申請が必要です。 

児童・生徒1人あたり 1,000円～5,000円 

（学校の所在地域と教育旅行の実施地域、宿泊の有無により変動します。） 

受付期間：令和４年４月１日（金）～令和５年１月１0日（火）１７時 
 

１ 支援対象者 

２ 支援対象事業 

三重県内での教育旅行を実施する学校に 

旅行代金の一部を支援します！ 
 

～ 県内教育旅行促進支援金のご案内～ 



令和４年４月１日（金）から令和５年１月１０日（火） １７時まで 

 

学校の所在地域と教育旅行の実施地域、宿泊の有無により変動します。 

支援対象者区分 

支援事業区分 
参加児童生徒１人あたりの 

支援金額 
 

学校所在 

地域 

教育旅行 

実施地域 

１ 学校所在地域と 

教育旅行実施地 

域が同一地域内 

の学校 

北勢 北勢 

日帰りの教育旅行        1,000円 中勢 中勢 

伊賀 伊賀 

２  学校所在地域と 

教育旅行実施地 

域が隣接地域内 

の学校 

北勢 中勢、伊賀 

日帰りの教育旅行        1,500円 
中勢 北勢、伊賀 

伊賀 北勢、中勢 

伊勢志摩・紀勢 中勢 

３ 上記を除く 

県内の学校 

伊勢志摩・紀勢 北勢、伊賀 

日帰りの教育旅行         2,000円 東紀州 北勢、中勢、

伊賀 

４ 県内の学校 
県内での１泊以上の宿

泊を伴う教育旅行 
 上記単価に3,000円を加算 

※地域区分は、以下のとおりです。 

   北勢…桑名市、いなべ市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町 

   中勢…津市、松阪市、多気町、明和町 

      伊賀…伊賀市、名張市 

   伊勢志摩・紀勢…伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町、大台町、大紀町 

   東紀州…尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町 

   【注意事項】 

   ※実際に教育旅行に参加した児童・生徒数を対象とし、教員、カメラマン、看護師等は除きます。 

※市町補助金や「ＧｏＴｏトラベル事業」、「みえ得トラベルクーポン事業」との併用を妨げません（旅行代金を超えな

い範囲内）。 

ただし、県の他の補助金（「南部地域体験教育旅行促進事業費補助金」等）との併用は、不可です。 

様式は、JTB三重支店ホームページからダウンロードしてください。 

JTB三重支店HP：https://branch.jtbbwt.com/j5773-0 

また、JTB三重支店ホームページからダウンロードできない場合は、返信用封筒（角型２号サイズ）に切手 

（１４０円）を貼付のうえ、下記提出先まで郵送いただければ、必要書類一式を返送いたします。 

 

 

３ 受付期間 

４ 支援金額 

５ 申請に必要な書類 

https://branch.jtbbwt.com/j5773-0


④事業の実施 

⑥支援金額の確定 

 

⑧支援金の支払い（精算払い） 

③承認可否の連絡、アンケート送付 

 

 

 

  

 

 

 

 
（※１） 

●できる限り、当該教育旅行を実施する２週間前までに申請をお願いします。 

●支援金申請は、「令和４年度県内教育旅行促進支援金申請書兼承認書」（第１号様式）をご利用ください。 

●事後申請は一切不可となりますので、必ず旅行実施前に申請を行い、承認を受けたうえで、旅行を実施してください。 

（※２） 

●旅行実施後、１か月以内に報告をお願いします。 

●実績報告は、「令和４年度県内教育旅行促進支援金実績報告書兼確定通知書」（第２号様式）をご利用くださ

い。 

●各項目の合計金額を人数で頭割りした時の単価が割り切れない場合、小数点以下は切捨てとなります。 

例：生徒35名が参加 

     バス代33,000円÷35名＝942.85円 → １人あたり942円 （※小数点以下は切捨て） 

（※３） 

●請求書は、原本をJTB三重支店にご郵送ください。 

  毎月25日までにJTB三重支店に到着した請求書（不備がないものに限る。）に係る支援金を、翌月15日までに 

指定口座に振り込みます。 

●教育旅行実施後、簡単なアンケートにご協力をお願いします。 

【その他注意事項】 

※各種申請・報告は、メールのみでの受付とさせていただきます（申請書・報告書の原本は、郵送不要です）。 

※変更・取り下げ・旅行中止申請は、「令和４年度県内教育旅行促進支援金（変更・取り下げ・旅行中止）申請書」 

（第３号様式）をご利用ください。 

※当初申請時より参加人数が増加する場合は、必ず旅行実施前に変更申請書（第３号様式）をご提出いただき、承

認を受けたうえで、旅行を実施してください。 

参加人数増加の申請を旅行実施後にいただいた場合、増加分については、支援金の対象外となりますので、 

ご注意ください。 

※実施予定の旅行が延期となり、延期後の実施日が未定の場合、変更申請書（第３号様式）にその旨を記載し、 

ご提出ください。 

延期した旅行の日程が確定しましたら、必ず旅行実施前に、当初の承認番号を記載のうえ、改めて変更申請書（第

３号様式）をご提出いただき、承認を受けたうえで、旅行を実施してください。 

①申請書類の提出（※１） 

６ 申請に係る手続き 

県
内
旅
行
業
者
等 

県
内
学
校 
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の手配を

依頼 

Ｊ
Ｔ
Ｂ
三
重
支
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➁申請書類の審査 

⑤実績報告書の提出（※2） 

⑦請求書提出・アンケート回答（※３） 



・支援金の支払いについては、事業実施後の精算払いとします。 

・申請内容に事実と異なる記載があった場合や不適正な経理があった場合は、支援金の返還を求める場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 留意事項 

＜申請書の提出先＞ ※各種申請・報告はメールのみでの受付とさせていただきますので、ご注意ください。 

〒514-0004 三重県津市栄町3-143-1 笠間第２ビル２階 

JTB三重支店 県内教育旅行促進支援金 係 

E-mail： mie_5773@jtb.com （提出期限：令和５年１月１０日（火）１７時まで） 

※メールの件名は「（学校名）県内教育旅行支援金申請」としてください。 

（新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による提出はお控えください。） 

 

＜お問合わせ先＞  

JTB三重支店 県内教育旅行促進支援金 係    担当：本多、後藤、奥村、布村、小林 

TEL：０５９-２２８-０２０３ FAX：０５９-２２４-９８３１ （受付時間：９：３０～１７：３０） 

定休日：土・日・祝日、１２月２９日（木）～１月４日（水）は休業日  

 



令和４年度県内教育旅行促進支援金 Ｑ＆Ａ 

Ｒ４.４.１ 

Ｒ４.４.１１ 

Ａ１  県内の学校（学校教育法第１条に規定する小学校、中学校、義務教育学校（小中一貫）、高等学

校、中等教育学校（中高一貫）、特別支援学校及び高等専門学校）又は県内の学校から依頼を受けて教

育旅行を企画、実施する旅行業者等となります。 

Ａ２  県内の学校が学校行事として企画し、令和４年４月１日から令和５年２月２８日までの間に校外で実施

する修学旅行、自然教室、社会見学、遠足等で、県内において実施する教育旅行全般（「南部地域体験教

育旅行促進事業費補助金」の対象となる南部地域を目的地とした教育旅行を除く。）です。 

Ａ３  部活動のスポーツ合宿など、学習指導要領の特別活動として位置づけられている内容に沿わないものについて

は、対象外です。 

Ａ４  旅行会社又はバス会社経由で教育旅行の予約をしていない場合は、直接申請が可能です。旅行会社・学校

からそれぞれ同じ内容の申請をすることのないよう、十分ご注意ください。ご不明な場合は、随時ご連絡ください。 

Ａ５  南部地域体験教育旅行促進事業費補助金は、旅行先が南部（13市町）に限定されていますが、本事業

は、旅行先が北勢、中勢、伊賀の16市町を対象としています。 

Ａ６  同じ学校でも学年ごと別の日程で実施したり、複数回実施したりする場合は、それぞれ別々に申請してください。

同様に実績も別々に報告してください。支援金もそれぞれの旅行ごとに口座に振り込みます。 

（旅行等の会計が学年ごとに異なることも多いことから、それぞれ申請していただくこととしております。） 

Ａ７  学校ごとに申請回数の制限はありません。同じ学年でも日程が異なれば複数回申請していただけます。 

Ａ８  県内で、１泊以上の宿泊を伴う場合には、一人あたり 3,000 円を加算しますが、宿泊日数が２泊以上でも加算

額は変わらず、２倍にはなりません。 

 

 

 

Ｑ１ 支援対象者は、どのようになっているのか。 

Ｑ２ 支援の対象となる県内教育旅行は、どのようなものか。 

Ｑ３ 支援の対象とならない旅行は、どのようなものか。 

Ｑ５ 南部地域体験教育旅行促進事業費補助金との違いは、どのようになっているのか。 

Ｑ８ 県内で２泊する予定だが、宿泊の場合の加算は、２倍になるのか。 

Ｑ４ 学校からの直接申請は可能か。 

Ｑ７ 支援金は、学校ごとに１回しか申請できないのか。 

Ｑ６ 学年ごとに別の日程で教育旅行を行う予定だが、まとめて申請しなければならないのか。 



Ａ９  県内での宿泊がない場合は、加算対象にはなりません。加算を受けるには、県内で１泊以上の宿泊が必要です。 

Ａ１０  事前に計画している場合は、実施計画書に記載してください。それらの計画も含めて実施計画を審査し 

す。ただし、雨天時等の訪問先がすべて県外となった場合は、当該旅行は支援の対象外となります。 

なお、当日の状況により急遽旅行を中止した場合は、速やかに「（変更・取り下げ・旅行中止）申請書（第

３号様式）」をＪＴＢ三重支店に提出し、協議を行ってください。 

Ａ１１  支援金の支払いについては、事業実施後の精算払いとなります。最終的な費用の合計額（実際にかかった費

用から市町等からの補助金、交付金等を除いた額）が、支援金の交付決定額を下回る場合は、その額が支援金

の上限となります。（その場合、減額して交付します。） 

Ａ１２  新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できるだけ接触の機会を減らすため、申請はメールのみ

の受付としています。 

Ａ１３  市町や財団などの補助金等を受ける予定の旅行でも、当該補助金等が他の補助金等との併用を認めて

いる場合は、申請が可能です。また、「Ｇо Ｔо トラベル事業」や「みえ得トラベルクーポン事業」との併用も可

とします。 

ただし、県の補助金（「南部地域体験教育旅行促進事業補助金」等）を受ける旅行は、対象外です。 

Ａ１４  ３月は、卒業式や入学試験、春休みもあり、旅行日程を入れにくいためです。また、旅行費用等の精算を３月

中にする学校が多いことも考えられることから、支援金も３月中に支払うために、２月実施までの教育旅行を支援の

対象としているところです。 

Ａ１５  この場合、旅行会社等とはバス会社、鉄道会社を指すものと思われますが、バス会社からの支援金の申請

は可とします。 

なお、鉄道会社からの申請を検討されている場合は、ＪＴＢ三重支 店までお問い合わせください。 

 

 

 

 

Ｑ９  宿泊を伴う教育旅行を実施するが、宿泊場所が県内ではない場合、宿泊の場合の加算対象になるのか。 

Ｑ１０ 雨天時等は、晴天時と異なる計画をしているが、申請時の実施計画書に記載は必要か。 

Ｑ１１ 交付決定された支援金は、必ずその額が支払われるのか。 

Ｑ１３ 市町からの補助金や、国の「Ｇо Ｔо トラベル事業」等との併用は可能か。 

 

 

 

Ｑ１４ なぜ来年３月に実施する場合は、対象外なのか。 

Ｑ１５ 学校で県内教育旅行の全てを企画、手配し、実施する予定だが、支援金の申請事務のみ旅行会社等に依

頼してよいか。 

Ｑ１２ なぜ申請はメールのみの受付なのか。 



Ａ１６ 北勢地域、中勢地域又は伊賀地域の校外で研修等（入場、体験の有無を問わない）を実施する場

合に限り、県内全域での宿泊を支援金加算の対象とします。ただし、研修等及び宿泊が、伊勢志摩・紀

勢地域、東紀州地域及び県外で完結する場合は、本支援金の対象になりません。 

Ａ１７  事後申請は、一切不可となりますので、必ず旅行実施前に申請を行い、承認を受けたうえで、旅行を

実施してください。 

 なお、事務手続きの都合上、できる限り旅行を実施する２週間前までの申請にご協力をお願いします。 

Ａ１８  対象外です。 

Ａ１９  変更が発生した時点で、速やかに「（変更・取り下げ・旅行中止）申請書（第３号様式）」をＪＴ

Ｂ三重支店にご提出いただき、承認を受けたうえで、旅行を実施してください（変更申請は、当初の承認

番号が継承されます）。変更後の日程が未定の場合、その旨を記載してください。 

延期した日程が確定した後、取得済みの当初の承認番号を記載のうえ、再度第３号様式にて確定日を

ご報告いただき、承認を受けたうえで、旅行を実施してください（実施前の報告及び承認が必要となります）。 

Ａ２０  汎用請求書をＪＴＢ三重支店ホームページに掲載しております。書式は問いませんので、必要に応じて

ご利用ください。 

Ａ２１  実績報告書の内訳欄で各項目（例えば：バス代）の合計金額を人数で頭割りした時の単価が割り

切れない場合は、小数点以下は切捨てとなります。 

Ａ２２  当初申請時より参加人数が増加する場合は、必ず旅行実施前に「（変更・取り下げ・旅行中止）申

請書（第３号様式）」をＪＴＢ三重支店にご提出いただき、承認を受けたうえで、旅行を実施してくださ

い。参加人数増加の申請を旅行実施後にいただいた場合、増加分については、支援金の対象外となりま

すので、ご注意ください。 

 Ａ２３  請求書の記載内容に不備がなければ、毎月２５日ＪＴＢ三重支店到着分を締切として翌月１５

日までに指定口座に支援金をお振込みします。不備があると振込みが１か月遅くなる可能性がございます。 

Ｑ１６ 北勢地域、中勢地域又は伊賀地域の校外で研修を実施した後、伊勢志摩・紀勢地域、東紀州地域の

いずれかでの宿泊を検討している。その場合、宿泊の支援金加算の対象になるのか。 

 Ｑ１７ 旅行実施前の支援金申請を失念してしまったが、事後申請は可能か。 

 Ｑ１８ 現地集合・現地解散の旅行の場合、本支援金の対象か。 

 

 Ｑ１９ 日程変更が発生した場合の対応は、どのようなものか。 

 Ｑ２０ 指定の請求書はないのか。 

 Ｑ２１ 単価が人数で割り切れない時の算出はどのようにするのか。 

 Ｑ２２ 当初申請時より参加人数が増加したが、実績報告書提出時の報告でよいのか。 

 Ｑ２３ 請求書提出後、いつ頃振り込まれるのか。 



 
令和４年度県内教育旅行促進支援金交付要領 

 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化することにより、県内の観光地が直面している

苦しい状況を踏まえ、県内観光関連事業者の早期回復を支援するとともに、県内の子どもたちが自然や歴

史・文化等をはじめとする県内各地域の魅力を再発見し愛着を高められるよう、県内の学校が県内を目的地

として実施する教育旅行に対する支援を行うことを目的に創設した、県内教育旅行促進支援金（以下「支

援金」という。）の交付について、必要な事項を定めるものである。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）学校 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する小学校、中学校、義務教育学

校（小中一貫）、高等学校、中等教育学校（中高一貫）、特別支援学校及び高等専門学校をい

う。 

（２）児童・生徒 学校に在籍する児童、生徒及び学生をいう。 

（３）教育旅行 県内の学校が学校行事として企画し、令和４年４月１日から令和５年２月２８日まで

の間に校外で実施する修学旅行、自然教室、社会見学、遠足等（令和５年２月２８日以前に出発

し、令和５年３月１日以降に帰着するものを含む。）で、県内において実施する教育旅行全般（「南部

地域体験教育旅行促進事業費補助金」の対象となる南部地域を目的地とした教育旅行を除く。）をい

う。 

 

（支援対象事業） 

第３条 県内の学校が県内において行う教育旅行（以下「支援事業」という。）を支援金の交付の対象とする。 

２ 支援事業は、国及び県の補助金等（「南部地域体験教育旅行促進事業費補助金」等）の交付を受け

ないものを対象とする。 

ただし、旅行代金を超えない範囲内で、「Ｇо Ｔо トラベル事業」及び「みえ得トラベルクーポン事業」との併

用については、妨げないものとする。 

 

（支援対象者） 

第４条 支援対象者は、県内の学校又は県内の学校から依頼を受けて支援事業を企画、実施する旅行業者

等とする。 

 

（支援対象者区分、支援事業区分、支援金額） 

第５条 支援対象者区分、支援事業区分及び支援金額は別表のとおりとする。 

２ 実際に教育旅行に参加した児童・生徒数を対象とし、教員等引率者を除く。 

３ 支援金額の合計が、支援事業に係る経費の合計額又は支援事業に係る経費の合計額から市町等の補

助金等を除いた額（以下「実費額」という。）を上回る場合は、実費額を上限とする。 

 

（支援金の交付申請） 

第６条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、支援事業の実施期間ごとに、支援金

申請書兼承認書（第１号様式）を株式会社ＪＴＢ三重支店長に提出しなければならない。 

２ 申請者は、必ず支援事業実施前に前項の規定による申請書類を提出するものとし、最終の提出期限は、

令和５年１月１0日１７時とする。 

 



（支援金の交付決定） 

第７条 株式会社ＪＴＢ三重支店長は、前条の規定による支援金の交付申請があったときは、その内容を審

査し、支援金を交付すべきと認めたときは、速やかにその決定の内容を記載した支援金申請書兼承認書

（第１号様式）により申請者に通知するものとする。 

２ この支援金の交付決定には、次の条件を付すものとする。 

（１）三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱（平成２２年１月１日施行。以下「暴

力団排除要綱」という。）別表に掲げる一に該当しないこと。 

（２）暴力団排除要綱第８条第１項に定める不当介入を受けたときは、警察に通報を行うとともに、捜査上

必要な協力を行うこと及び株式会社ＪＴＢ三重支店長に報告すること。 

 

（交付申請の取下げ） 

第８条 前条の交付決定に不服がある場合における、申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通

知を受けた日から１４日以内とする。 

 

（支援金の変更申請） 

第９条 第７条第１項の規定により支援金の交付決定通知を受けた申請者（以下「支援事業者」という。）

は、支援金の交付決定後において、支援事業の内容を変更しようとする場合は、支援金（変更・取り下げ・

旅行中止）申請書（第３号様式）を株式会社ＪＴＢ三重支店長に提出し、その承認を受けなければな

らない。ただし、軽微な変更の場合は、この限りではない。 

２ 前項の規定における軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更をいう。 

（１）支援金額が増額となる変更 

（２）支援目的の達成に支障が生じるおそれのある著しい事業内容の変更 

３ 株式会社ＪＴＢ三重支店長は、第１項の変更を承認したときは、支援金（変更・取り下げ・旅行中止）

申請書（第３号様式）により支援事業者に通知するものとする。 

 

（支援事業の中止又は廃止） 

第１０条 支援事業者は、支援金の交付決定後において、天災等のやむを得ない理由で支援事業を中止又

は廃止しようとするときは、速やかに支援金（変更・取り下げ・旅行中止）申請書（第３号様式）を株式

会社ＪＴＢ三重支店長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（支援金の交付決定の取り消し等） 

第１１条 株式会社ＪＴＢ三重支店長は、支援事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支

援金の額の確定の有無に関わらず、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、すでに支援金が交付

されているときは、その返還を命ずることができる。 

（１）偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。 

（２）支援金の交付決定の内容又は付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したと

き。 

（３）支援事業を中止又は廃止したとき。 

（４）国及び県の補助金等（「Ｇо Ｔо トラベル事業」及び「みえ得トラベルクーポン事業」を除く。）の交付を

受けたとき。 

２ 前項の支援金の返還期限は、当該命令のなされた日から１５日以内とし、期限内に納付がない場合は、

三重県補助金等交付規則（昭和３７年三重県規則第３４号）の定めによる延滞金を徴するものとす

る。 

 

 

 



（支援事業の実績報告） 

第１２条 支援事業者は、支援事業が完了したときは、支援事業が完了した日から３０日を経過した日又は

令和５年３月１５日のいずれか早い日までに、実績報告書兼確定通知書（第２号様式）を株式会社

ＪＴＢ三重支店長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、第１０条の規定による支援事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に準用する。 

 

（支援金の額の確定） 

第１３条 株式会社ＪＴＢ三重支店長は、支援事業者から前条の規定により実績報告書の提出があったと

きは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じ調査等を実施し、適当と認めるときは、支援金の額を確

定し、実績報告書兼確定通知書（第２号様式）により支援事業者に通知するものとする。 

 

（支援金の請求） 

第１４条 支援事業者は、支援金の支払いを受けようとするときは、前条の規定により交付すべき支援金の額

の確定を受けた後に、各者規定の請求書により行うものとする。 

 

（支援事業に係る経理) 

第１５条 支援事業者は、支援事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、

かつ、これらの書類を支援事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（その他） 

第１６条 支援金の交付等に関し、この要領及び三重県補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事

項は株式会社ＪＴＢ三重支店長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第５条関係） 

支援対象者区分 

支援事業区分 
参加児童・生徒１人あたりの

支援金額 
 

学校所在 

地域 

教育旅行 

実施地域 

１ 学校所在地域と教

育旅行実施地域

が同一地域内の学

校 

北勢 北勢 日帰りの 

教育旅行 
         1,000円 中勢 中勢 

伊賀 伊賀 

２  学校所在地域と教

育旅行実施地域

が隣接地域内の学

校 

北勢 中勢、伊賀 日帰りの 

教育旅行 

         1,500円 

中勢 北勢、伊賀 

伊賀 北勢、中勢 

伊勢志摩・

紀勢 

中勢 

３ 上記を除く 

県内の学校 

伊勢志摩・

紀勢 

北勢、伊賀 日帰りの 

教育旅行 
        2,000円 

東紀州 北勢、中

勢、伊賀 

４ 県内の学校 県内での１泊以

上の宿泊を伴う

教育旅行 

上記単価に3,000円を加算 

 ※ 実際に体験教育旅行に参加した児童・生徒数を対象とし、教員等引率者を除く。 

 ※ 支援金額は実費額を上限とする。 

 ※ 地域区分は、以下のとおりとする。 

    北勢…桑名市、いなべ市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町 

    中勢…津市、松阪市、多気町、明和町 

        伊賀…伊賀市、名張市 

    伊勢志摩・紀勢…伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町、大台町、大紀町 

    東紀州…尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各種申請書 

下記URLからダウンロードをお願いします。 

 

◆各種申請書（エクセル） 

・＜申請書＞申請書兼承認書（第 1 号様式）.xlsx 

https://www.jtbbwt.com/files/user/section/mie/store_page_20220331_2.xlsx 

・＜報告書兼通知書＞実績報告書兼確定通知書（第 2 号様式）.xlsx 

https://www.jtbbwt.com/files/user/section/mie/store_page_20220331_6.xlsx 

・＜申請書＞変更・取り下げ・旅行中止申請書（第 3 号様式）.xlsx 

https://www.jtbbwt.com/files/user/section/mie/store_page_20220331_4.xlsx 

・＜汎用請求書＞ 

https://www.jtbbwt.com/files/user/section/mie/store_page_20220331_7.doc 

 

 

◆各種申請書（PDF） 

・＜申請書＞申請書兼承認書（第 1 号様式） 

https://www.jtbbwt.com/files/user/section/mie/store_page_20220331_1.pdf 

・＜報告書兼通知書＞実績報告書兼確定通知書（第 2 号様式） 

https://www.jtbbwt.com/files/user/section/mie/store_page_20220331_5.pdf 

・＜申請書＞変更・取り下げ・旅行中止申請書（第 3 号様式） 

https://www.jtbbwt.com/files/user/section/mie/store_page_20220331_3.pdf 

 

 

◆各種記入例 

・＜申請書＞申請書兼承認書（第 1 号様式） 

https://www.jtbbwt.com/files/user/section/mie/store_page_20220331_8.pdf 

・＜報告書兼通知書＞実績報告書兼確定通知書（第 2 号様式） 

https://www.jtbbwt.com/files/user/section/mie/store_page_20220331_10.pdf 

・＜申請書＞変更・取り下げ・旅行中止申請書（第 3 号様式） 

https://www.jtbbwt.com/files/user/section/mie/store_page_20220331_9.pdf 

 

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jtbbwt.com%2Ffiles%2Fuser%2Fsection%2Fmie%2Fstore_page_20220331_2.xlsx&data=04%7C01%7Cm_honda827%40jtb.com%7C86528c2446ae4349d5d808da13a4ee74%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0%7C0%7C637843896376979843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UFQirDqXteigEVPgmpZFwzfRleBnNLoEIF%2BcO3AZlv4%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jtbbwt.com%2Ffiles%2Fuser%2Fsection%2Fmie%2Fstore_page_20220331_6.xlsx&data=04%7C01%7Cm_honda827%40jtb.com%7C6b82c6e146684652fc2008da184013c2%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0%7C0%7C637848960783742129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=94lZFXe57J8QLkesKtHyWLpmX3JdWCpWkzgrKIAChgY%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jtbbwt.com%2Ffiles%2Fuser%2Fsection%2Fmie%2Fstore_page_20220331_4.xlsx&data=04%7C01%7Cm_honda827%40jtb.com%7C6b82c6e146684652fc2008da184013c2%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0%7C0%7C637848960783742129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iAQciul4gIkd7etnqflz9Y9EHdiQWhS7nsL%2BAeOr0X0%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jtbbwt.com%2Ffiles%2Fuser%2Fsection%2Fmie%2Fstore_page_20220331_7.doc&data=04%7C01%7Cm_honda827%40jtb.com%7C86528c2446ae4349d5d808da13a4ee74%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0%7C0%7C637843896376979843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UefFxRK%2F8jYKmEV1LSYlQMJpGVlliROl8wXFFf%2FkkWw%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jtbbwt.com%2Ffiles%2Fuser%2Fsection%2Fmie%2Fstore_page_20220331_1.pdf&data=04%7C01%7Cm_honda827%40jtb.com%7C86528c2446ae4349d5d808da13a4ee74%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0%7C0%7C637843896376979843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EDteZiqXskalABo1ZPt28FDRYTeHFHC4FSWZchLKmuc%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jtbbwt.com%2Ffiles%2Fuser%2Fsection%2Fmie%2Fstore_page_20220331_5.pdf&data=04%7C01%7Cm_honda827%40jtb.com%7C6b82c6e146684652fc2008da184013c2%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0%7C0%7C637848960783742129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=44uoRTOsKzllHVdM%2Fl%2F6eMZ8HCvPGZClEEbLC59ONRk%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jtbbwt.com%2Ffiles%2Fuser%2Fsection%2Fmie%2Fstore_page_20220331_3.pdf&data=04%7C01%7Cm_honda827%40jtb.com%7C6b82c6e146684652fc2008da184013c2%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0%7C0%7C637848960783742129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5AfEQAW3wKWUBGCv00zCbdulObOBg0SrDaMBhGGhwPM%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jtbbwt.com%2Ffiles%2Fuser%2Fsection%2Fmie%2Fstore_page_20220331_8.pdf&data=04%7C01%7Cm_honda827%40jtb.com%7C86528c2446ae4349d5d808da13a4ee74%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0%7C0%7C637843896376979843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zzIPOkP3cDZHug1iCy1en03BBMk5vC3Lx20ccNrWt2Q%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jtbbwt.com%2Ffiles%2Fuser%2Fsection%2Fmie%2Fstore_page_20220331_10.pdf&data=04%7C01%7Cm_honda827%40jtb.com%7C6b82c6e146684652fc2008da184013c2%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0%7C0%7C637848960783742129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jZj57HYggrt3bNnICkk7jXUqiaOykw59Fn47GFIfB%2Bc%3D&reserved=0
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